
損害保険料

　医療器具や附属備品に火災保険を掛ける際、借りている建物も保険に付し、保険料を支払

いました。ところで、自分が所有していない建物について払った保険料も必要経費になりま

すか。

回　答 必要経費になります。

　損害保険の目的物を所有していない場合でも、その所有者のためや、その物について賃借人が

支払わなければならないこととなる損害賠償のために、賃借人が保険を掛けることはできます。

　ところで、他人の所有物について保険料を負担した場合、その保険上の利益はそのものの所有

者が受けることからみると賃借人は一種の経済上の利得を賃借人に与えたことになります。すな

わち、借家人が家主に与える経済上の利得は家賃にほかなりませんから、賃借人が支払う保険料

も家賃の支払にかわるべき性質を有するものと考えられ、ご質問の場合の建物についての保険料

も必要経費とすることができます。

　なお、その火災保険が満期返戻金の定めのある長期の保険である場合には、その満期返戻金の

受取人が誰であるかにより、保険料の取扱いには次のとおりに区分されます。

⑴　賃借人が保険契約者となり満期返戻金を受け取る場合･････満期返戻金の支払に充てられる積

立保険料の部分を除いて必要経費になります。

⑵　建物所有者が保険契約者及び被保険者で、満期返戻金を受け取る場合･････賃借人が支払った

保険料の全額が必要経費となります。
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